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ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
礼

講
座
・
教
室

　
家
具
転
倒
防
止
事
業
対
象
者
に

つ
い
て
、
従
前
は
自
分
で
転
倒
防

止
金
具
を
取
り
付
け
る
こ
と
の
で

き
な
い
世
帯
が
対
象
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
全
世
帯
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

▼
事
業
の
流
れ

　
①
申
請
書
の
提
出

　
②
取
付
可
否
の
判
断
（
町
）

　
③
決
定
通
知
書
の
送
付
（
町
）

　
④
委
託
業
者
の
現
地
確
認

　
⑤
取
付
作
業
実
施

　
⑥
事
業
完
了

▼
補
助
対
象
者
　
全
世
帯

▼
固
定
箇
所
数

　
一
世
帯
に
つ
き
５
か
所
ま
で

▼
注
意
事
項

・
金
具
代
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。

・
家
具
の
柱
、
壁
な
ど
の
補
強
は

行
い
ま
せ
ん
。

・
借
家
な
ど
の
場
合
、
家
屋
の
所

有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

・
設
置
後
、
必
ず
転
倒
し
な
い
こ

と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　

８
９
３－

１
１
１
３

▼
被
保
険
者
証

　
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が
8

月
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
の
色
は
緑
色
で
、
7
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
受
け
取
ら
れ
ま

し
た
ら
記
載
内
容
を
確
認
の
上
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
古
い
保
険

証
は
、
各
自
で
処
分
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
一
部
負
担
金
の
割
合
変
更
　

　
毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
及

び
前
年
中
の
所
得
状
況
を
基
に
、

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
（
１
割

又
は
一
定
以
上
所
得
の
あ
る
方
は

３
割
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　
ご
自
身
の
負
担
割
合
は
、
７
月

下
旬
に
届
く
新
し
い
保
険
証
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

入
院
又
は
高
額
な
外
来
医
療
を
受

け
る
際
に
、
医
療
機
関
や
薬
局
へ

保
険
証
と
合
わ
せ
て
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
認
定
証
）
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
窓
口
で
の
自
己
負
担
額
や

入
院
時
の
食
事
代
な
ど
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
　
　
　

　
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で

８
月
以
降
も
該
当
に
な
る
方
に

は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
認
定
証

を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
新
た
に
交
付
の
申
請
を

す
る
方
は
、
保
険
証
と
印
鑑
（
認

め
印
可
）
を
持
参
の
上
、
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
が
遅
れ
た
場
合
や
医
療
機

関
へ
提
示
し
な
か
っ
た
場
合
の
食

事
代
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原
則
、

入
院
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
払
い

戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課　

　
８
９
３－

１
１
１
７

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
８
６
７－

２
３
０
０

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

８
６
９－

２
１
１
２

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
認
定
証
）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
は
有
効
期
限
が
7
月
末
と

な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
8
月

1
日
か
ら
認
定
を
受
け
る
た
め
に

は
、
８
月
中
に
更
新
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
規
で
交
付
を
受
け
る

に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
認
定
証
が
必
要
な
方
は
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
70
歳
未
満
の
方

・
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
世

帯
主
及
び
被
保
険
者
全
員
が
住

民
税
非
課
税
で
あ
る
方

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

▼
認
定
日

　
認
定
証
の
更
新
、
新
規
交
付
い

ず
れ
の
申
請
も
、
申
請
し
た
月
の

初
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課　

　
８
９
３－

１
１
１
７

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
８
６
７－

２
３
０
０

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

８
６
９－

２
１
１
２

　
現
在
、
社
会
福
祉
法
人
等
利
用

者
負
担
軽
減
制
度
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
有
効
期
限
が
7
月
末

と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
8

月
1
日
か
ら
認
定
を
受
け
る
た
め

に
は
８
月
末
ま
で
に
更
新
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
開
始
日
　

　
７
月
１
日
（
水
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
　

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
全
額
が
確

認
で
き
る
通
帳
の
写
し
（
最
新

ま
で
記
帳
済
み
の
も
の
で
、
残

高
が
分
か
る
ペ
ー
ジ
と
表
紙
を

コ
ピ
ー
）

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　
８
９
３－

３
８
１
０

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
８
６
７－

２
３
０
０

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

 

８
６
９－

２
１
１
４

家
具
転
倒
防
止
事
業
の

改
正
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

軽
減
制
度
の
更
新
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ

お
知
ら
せ

募
集
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平
成
27
年
４
月
分
か
ら
平
成
28

年
３
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
５
，
５
９
０
円
で

す
。
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の
納
付
、

そ
し
て
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替

も
あ
り
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、

電
話
、
書
面
、
面
談
に
よ
り
早
期

に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、

納
付
を
督
促
す
る
文
書
（
督
促
状
）

を
送
付
し
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
延
滞

金
を
課
す
だ
け
で
な
く
、※
納
付

義
務
の
あ
る
方
の
財
産
を
差
し
押

さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
や

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
町
の
国
民
年
金
窓
口
へ
ご
相

談
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本

人
、
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を

負
う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
に
な
り

ま
す
。

　
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不

慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料

免
除
制
度
」
や
「
若
年
者
（
30
歳

未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

　
平
成
27
年
度
の
免
除
な
ど
の
受

付
は
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

平
成
27
年
７
月
分
か
ら
平
成
28
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し

て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
26
年
度
４
月
か
ら

法
律
が
改
正
さ
れ
、
２
年
１
か
月

前
の
月
分
ま
で
遡
及
し
て
免
除
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に

な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て

い
た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し
て

い
る
方
な
ど
は
、
年
金
事
務
所
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
高
知
西
年
金
事
務
所

８
７
５－

１
７
１
７

　
平
成
27
年
度
の
「
国
民
健
康
保

険
税
納
税
通
知
書
」、「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」、

「
介
護
保
険
料
納
付
通
知
書
」
は

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
納
入
方
法
が
年
金
か
ら
の
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
で
は
な
く
、
口

座
振
替
の
申
請
を
し
て
い
な
い
普

通
徴
収
の
方
に
は
納
付
書
も
合
わ

せ
て
送
付
し
ま
す
。

　
以
前
は
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
て
も
普
通
徴
収
に
切
り
替

わ
っ
て
い
る
場
合
や
、
そ
の
逆
に

普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り

替
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す

（
年
間
保
険
料
（
税
）
へ
の
影
響
あ

り
ま
せ
ん
。）
の
で
、
通
知
書
の
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
※
４
、
６
、
８
月
は
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

以
降
は
普
通
徴
収
（
４
期
〜
８
期
）

に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
場
合
な
ど
、

年
度
途
中
か
ら
納
付
方
法
が
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
各
納
期
限
ま
で
の
納
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

８
９
３－

１
１
１
７

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

８
６
７－

２
３
０
０

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

８
６
９－

２
１
１
２

　
消
費
税
の
引
き
上
げ
に
際
し
、

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

が
平
成
27
年
度
も
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
町
で
は
申
請
の
受
付

を
開
始
し
て
い
ま
す
。
支
給
対
象

と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、

６
月
上
旬
に
申
請
書
な
ど
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
申
請
期
限
は
、
11

月
30
日
（
月
）
ま
で
で
す
。
支
給

対
象
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

で
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
申
請
期
限
ま
で
に
お
忘
れ
な

き
よ
う
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
」
に
絡
む
詐
欺
被
害
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。
給
付
金
事
業
の
実

施
に
際
し
、

●
町
職
員
か
ら
電
話
に
よ
る
Ａ
Ｔ

Ｍ（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現

金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願

い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も

ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ

ん
。

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を

支
給
す
る
た
め
に
、
手
数
料
の
振

込
み
を
求
め
る
こ
と
な
ど
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
不
審
な

電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

最
寄
り
の
警
察
署
又
は
警
察
相
談

専
用
電
話
（
＃
９
１
１
０
）
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
ほ
け
ん
福
祉
課
　

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　
８
９
３－

３
８
１
８

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
８
６
７－

２
３
０
０

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
８
６
９－

２
１
１
２

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
礼

講
座
・
教
室

保
険
料（
税
）の

納
付
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

お
知
ら
せ

子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

国
民
年
金
だ
よ
り

募
集

　振
り
込
め
詐
欺
に

　
　ご
注
意
く
だ
さ
い
！！


